
平成３０年度 財政援助団体等監査（１）監査結果措置状況 

≪神戸市灘区民ホール指定管理者≫ 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

(1) 指摘事項 

① 指定管理者協定書に基づいた事務処理を

するべきもの 

ア 業務の一部を第三者に委託又は請け負

わせる際に本市の事前承諾を受けるべき

もの 

指定管理者協定書では業務の再委託等

を制限しており，指定管理者は，指定管

理業務の執行にあたり，業務の一部を第

三者に委託又は請け負わせる場合は本市

の書面による事前承諾を受け，当該契約

書の写しその他の資料を本市に提出しな

ければならないこととされている。 

指定管理者は，その代表者が指定管理

業務のうち建物管理業務を担当し，構成

員が運営業務を担当しているが，これら

のうち舞台運営等業務，清掃業務，昇降

機保全業務など一部の業務は，それぞれ

委託又は請負契約を締結して業者に発注

しており，本市に対して業務再委託先を

届け出ていたが，当該委託又は請負契約

に係る事前の本市の承諾，及び契約書の

写し等の提出は確認できなかった。 

本市所管局は，協定書に基づき適正に

再委託等の手続きを行うよう指定管理者

を指導するとともに，再委託等の内容に

ついて確認するべきである。 

 
 
 
 
 
 
契約書の写しの提出を受け再委託の

内容を確認し、書面による承諾を行っ

た。 

 
 
 
 
 
 

措置済 

(2) 意見 

① 指定管理業務に係る修繕等について 

ア 修繕費等の精算項目について 

指定管理者協定書中，「施設及び設備の

維持管理に関する仕様書」では，「修繕と

は，施設及び設備の劣化や損傷部分，機

器の性能又は機能を原状あるいは実用上

支障のない状態まで回復させること」と

されている。 

指定管理者は協定書に基づいて指定管

理施設の修繕を行い，年度ごとに精算し

ているが，修繕実績の中に，上記の定義

に合致していないと考えられる事例が含

 
 
 
 協定内容に基づき、指定管理者から

の報告内容を確認し、修繕費予算で必

要な修繕を可能な限り実施するよう、

指定管理者を指導した。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

措置済 
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まれていた。 

本市所管局は，協定内容に基づき指定

管理者からの報告内容を確認したうえ，

修繕費予算で必要な修繕を可能な限り実

施するよう指定管理者を指導されたい。 

 

イ 併設施設の修繕費等について 

区民ホールにおいては，同じ建物の中

に本市保健福祉局が所有する部分（2・3

階）があり，指定管理者業務要領では，「清

掃（共用部分のみ），全館共通設備の管理

点検，光熱水費，共用部分の修繕・消耗

品等」（以下，「経費按分項目」という。）

については，指定管理者が建物全体を対

象に業務を実施することとされ，所要経

費については，占有面積の割合で按分し，

指定管理料と別に本市保健福祉局に負担

を求めることができるとされている。 

これにより，指定管理業務として行う

修繕は，区民ホール及び同じ建物の共用

部分が対象と考えられるが，指定管理者

業務要領では，修繕費は指定管理料の中

で予算額を 4,114,000 円（税込）と定め，

年度終了後精算することとされている。 

一方，指定管理者協定書においては，

平成 29年度の修繕費は 2,963,840 円とな

っており，本市所管局の経費負担分に相

当する。また，本市保健福祉局は，経費

按分項目に係る同局の負担分の修繕業務

を指定管理者に委託している（委託料の

うち修繕費は 1,150,160 円）。 

しかしながら，当該委託業務の仕様書

には，経費按分項目に係る業務のほか，

同局所管部分（2・3 階）の施設及び設備

の維持管理業務及び修繕も含まれてお

り，指定管理者協定書の内容と合わせる

と，指定管理者業務要領における指定管

理業務の修繕予算額 4,114,000 円で，本

市保健福祉局所管分も含めた修繕を行う

こととなることから，指定管理者業務要

領における修繕の範囲と異なっている。 

本市所管局は，業務要領の作成や協定

締結にあたっては，本市保健福祉局と指

 
 
 
 
 
 
 
 経費負担と業務対象区域の区分につ

いて、明確にするよう、保健福祉局及

び指定管理者と協議しているところで

ある。 
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定管理者との委託内容も把握したうえ，

それぞれの経費負担と業務対象区域の区

分を明確にされたい。 

② 利用料金の取り扱いについて 

区民ホールに適用される神戸市立区民セ

ンター条例では，指定管理者に区民ホール

の利用に係る料金（以下「利用料金」とい

う。）を指定管理者の収入として収受させる

としているが，指定管理者が，自主事業と

して，公募団体と共催で市民講座（参加料

徴収あり）を開催するため，利用料金を定

めていない自由使用施設である 1 階ロビー

北側を会場として占用使用し，当該共催団

体から運営費負担金として会議室の利用料

金に準拠した金額を徴収していた例があっ

た。 

しかしながら，講座開催にあたり，当該

共催団体からは，同じ金額が利用料金とし

て記載された会場の利用申込書を提出させ

ていた。 

本市所管局は，条例の定め等のない施設

の利用に関して，その取り扱いを明確にし

たうえ，必要な場合は条例で規定するなど

適切な対応を取るとともに，指定管理者が

適正な処理を行うよう指導されたい。 

 
条例の定め等のない施設の利用に関

して、指定管理者と協議し、検討して

いるところである。 

 
措置方針 

 


